
議員提出議案第１０号

６年陳情第２号「とっとり琴浦熱中小学校に関する陳情書」に

係る附帯決議について

上記の議案を別紙のとおり琴浦町議会会議規則第１４条の規定により提出

する。
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琴浦町議会議長 大 平 高 志



６年陳情第２号「とっとり琴浦熱中小学校に関する陳情書」に係る

附帯決議

令和６年度琴浦町９月定例議会総務産業委員会において、継続審査であった６年陳情

第２号「とっとり琴浦熱中小学校に関する陳情書」について審査したところ、全員賛成

の採択となったが、以下のとおり附帯条件を記する。

記

１．一般社団法人「とっとり琴浦熱中小学校」におかれては、引き続き自主財源の確

保に努める。

２．一般社団法人「とっとり琴浦熱中小学校」の生徒数の減少傾向、地域貢献など検

証し、設立目的を達成する。

３．町は、上記１，２について、一般社団法人「とっとり琴浦熱中小学校」に求める

とともに、令和７年度の制度改正にともない、企業版ふるさと納税の配分方法を

検討すること。

以上、決議する。

令和６年９月２６日

鳥取県琴浦町議会


